
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
一
号

広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
九
年
七
月
六
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長  

橋　
　

本　
　

宗　
　

利

　
　

広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
規

　
　

程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
規
程
（
平
成
五

年
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
「
又
は
第
六
条
」
を
「
、
第
六
条
又
は
第
九
条
」
に
、
「
又
は
第
七
条
」
を
「
、
第
七

条
又
は
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
第
八
条
」
を
「
、
第
八
条
又
は
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
又
は
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
有
償
契
約
を
締
結
し
た
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者

（
以
下
「
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
」
と
い
う
。
）
」
を
「
、
条
例
第
七
条
に
規
定
す
る
有
償
契
約
を
締
結
し
た

ビ
ラ
の
作
成
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
ビ
ラ
作
成
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
有
償

契
約
を
締
結
し
た
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
（
以
下
「
ポ
ス
タ
ー
作
成
業
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明
書
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
証
明
書
」
を
、
「
そ

の
他
の
者
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
業
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
選
挙
運
動
用
自
動
車
使
用
証
明

書
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
証
明
書
」
を
加
え
、
「
及
び
第
五
号
様
式
」
を
「
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
様

式
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
又
は
第
八
条
」
を
「
、
第
八
条
又
は
第
十
一
条
」
に
改
め
、
「
選
挙
運
動
用
自
動

車
使
用
証
明
書
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
証
明
書
」
を
、
「
燃
料
供
給
業
者
」
の
下
に
「
、
ビ
ラ
作
成
業

者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
第
六
号
様
式
」
を
「
別
記
第
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
そ
の
三
と
し
、
同
様
式
そ
の
一
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



その二

　　　　　ビラ作成契約届出書

　次のとおりビラの作成契約を締結したので届け出ます。

　　平成　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日執行広島県知事選挙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　候補者　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　広島県選挙管理委員会委員長　様

　　　　　記

備考　契約届出書には、契約書の写しを添付してください。

契 約 年 月 日

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人に

 あってはその代表者の氏名

作成契約枚数作成契約金額

契　　約　　内　　容

備　　　考



別
記
第
二
号
様
式
そ
の
二
中
「　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
そ

の
三
と
し
、
同
様
式
そ
の
一
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
8
条

第
11

条



そ
の
二

ビ
ラ
作
成
枚
数
確
認
申
請
書

　
次
の
ビ
ラ
作
成
枚
数
に
つ
き
，
広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
。

　
　
平
成
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
執
行
広
島
県
知
事
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
候
補
者
　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
印

記

１
　
契
約
年
月
日
　
　
　
平
成
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
　
契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

  ３
　
確
認
申
請
枚
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

区
　
　
　
　
　
　
　
分

作
　
　
成
　
　
枚
　
　
数

左
の
う
ち
確
認
済
又
は

確
認

申
請

枚
数

 
 
 
 
 
 
 
 
 

前
回

ま
で

の
累

積
枚

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (
ａ

)
枚

枚

今
回

の
枚

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (ｂ

)
枚

枚

枚
数

計
 
 
 
 
 
 
 
　
(
ａ

)
＋

(
ｂ

)
枚

枚

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

備
考

　
１
　
こ
の
申
請
書
は
，
ビ
ラ
作
成
業
者
ご
と
に
別
々
に
候
補
者
か
ら
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し

　
　
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
こ
の
申
請
書
は
，
ビ
ラ
作
成
枚
数
に
つ
い
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
も
の
の
確
認
を
受
け
る
た
め

　
　
の
も
の
で
す
。

　
３
　
「
前
回
ま
で
の
累
積
枚
数
(ａ

)」
に
は
，
他
の
ビ
ラ
作
成
業
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
枚
数
を
も
含

　
　
め
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。



別
記
第
三
号
様
式
そ
の
二
中
「　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
そ

の
三
と
し
、
同
様
式
そ
の
一
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
8
条

第
11

条



そ
の
二

確
認
番
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ラ
作
成
枚
数
確
認
書

　
広
島
県
議

会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
第

8
条

の
規
定
に
基
づ
き
，
次
の
ビ
ラ
作
成
枚
数
は
，
同
条
に
定
め
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

　
　
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印

記

１
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
執
行
広
島
県
知
事
選
挙

２
　
候
補
者
の
氏
名

３
　
確
認
枚
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

備
考

　
１
　
こ
の
確
認
書
は
，
ビ
ラ
作
成
枚
数
に
つ
い
て
確
認
を
受
け
た
候
補
者
か
ら
ビ
ラ
作
成
業
者
に
提
出
し

　
　
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
こ
の
確
認
書
を
受
領
し
た
ビ
ラ
作
成
業
者
は
，
公
費
の
支
払
の
請
求
を
す
る
場
合
に
は
，
ビ
ラ
作
成

　
　
証
明
書
と
と
も
に
当
該
確
認
書
を
請
求
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
こ
の
確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
候
補
者
に
つ
い
て
供
託
物
が
没
収
さ
れ
た
場
合
に
は
，
ビ
ラ
作
成
業
者

　
　
は
，
広
島
県
に
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。



別
記
第
六
号
様
式
そ
の
二
中
「　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
そ

の
三
と
し
、
同
様
式
そ
の
一
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
七
号
と
す
る
。

第
8
条

第
11

条



そ
の
二

請
　
求
　
書

（
ビ
ラ
の
作
成
）

  
広
島
県
議
会
議
員
及
び
広
島
県
知
事
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
第
８
条
の

規
定
に
よ
り
，
次
の
金
額
の
支
払
を
請
求
し
ま
す
。

　
　
　
平
成
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
広
島
県
知
事
　
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　

 
印

記

１
　
請
求
金
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

２
　
内
訳

　
　
別
紙
請
求
内
訳
書
の
と
お
り

３
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
執
行
広
島
県
知
事
選
挙

４
　
候
補
者
の
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
５

銀
行
名
及
び
店
舗
名

口
  座

  名
（
ふ
 り

 が
 な

）
預
金
種
目

口
　
 座

　
 番

　
 号

備
考

　
１
　
こ
の
請
求
書
は
，
候
補
者
か
ら
受
領
し
た
ビ
ラ
作
成
枚
数
確
認
書
及
び
ビ
ラ
作
成
証
明
書
と
と
も
に

    
選
挙
の
期
日
後
速
や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
候
補
者
が
供
託
物
を
没
収
さ
れ
た
場
合
に
は
，
広
島
県
に
支
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。



別
記
第
五
号
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
し
、
別
記
第
四
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



ビ
 
ラ

 
作

 
成

 
証

 
明

 
書

次
の
と
お
り
ビ
ラ
を
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

　
　
平
成
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日
執
行
広
島
県
知
事
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
候
補
者
　
　
氏
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
印

記

ビ
ラ

作
成

業
者

の
氏

名
又

は
名

称
及

び
住

所
並

び
に

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名

作
成

枚
数

枚

作
成

金
額

円

備
考

備
　
考

　
１
　
こ
の
証
明
書
は
，
ビ
ラ
作
成
業
者
ご
と
に
別
々
に
作
成
し
，
候
補
者
か
ら
ビ
ラ
作
成
業
者
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
　
ビ
ラ
作
成
業
者
が
広
島
県
に
支
払
を
請
求
す
る
と
き
は
，
こ
の
証
明
書
を
請
求
書
に
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
　
こ
の
証
明
書
を
発
行
し
た
候
補
者
に
つ
い
て
供
託
物
が
没
収
さ
れ
た
場
合
に
は
，
ビ
ラ
作
成
業
者
は
，
広
島
県
に
支

 
 
 
 
払
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
４
　
１
人
の
候
補
者
を
通
じ
て
公
費
負
担
の
対
象
と
な
る
枚
数
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
限
度
額
は
，

 
 
 
 
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
（
１
）
　
枚
　
数
　
　
　
　
190,000

枚

　
　
（
２
）
　
限
度
額

　
　
　
　
イ
　
確
認
さ
れ
た
作
成
枚
数
が

50,000
枚
以
下
の
場
合

　
　
　
　
　
　
7
円

30
銭
（
単
価
）
×
確
認
さ
れ
た
作
成
枚
数
＝
限
度
額

　
　
　
　
ロ
　
確
認
さ
れ
た
作
成
枚
数
が

50,000
枚
を
超
え
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
365,000

円
＋
4
円

88
銭
×
（
作
成
枚
数
－
50,000）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
成
枚
数

　
　
　
　
　
単
価
×
確
認
さ
れ
た
作
成
枚
数
＝
限
度
額

＝
単
価
…
…
１
銭
未
満
の
端
数
は
切
上
げ

第五号様式（ビラ作成証明書の様式）（第四条関係）



　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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